
 

 

船舶事故調査報告書 

平成３０年７月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成３０年２月１６日 ２０時３０分ごろ 

発生場所 新潟県新潟市新潟港西区臨港ふ頭Ｄ２～Ｄ３号岸壁 

 新潟港臨港灯台から真方位０６３°３７０ｍ付近 

 （概位 北緯３７°５７.０′ 東経１３９°０４.４′） 

事故の概要  貨物船SHINNING
シ ャ イ ニ ン グ

 RICH
リ ッ チ

は、着岸作業中、岸壁に衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年２月２６日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 SHINNING RICH（ベリーズ籍）、３,９３５トン 

９５９６９２３（ＩＭＯ番号）、SHINNING RICH SHIPPING CO., LTD 

 乗組員等に関する情報 船長（中華人民共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長（ベリー

ズ発給） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船首部外板に破口 

岸壁 岸壁のコンクリート部及び車止めに破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風速 約７m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか１４人（中華人民共和国籍７人、ミャンマー連邦

共和国籍７人）が乗り組み、新潟港西区臨港ふ頭Ｄ２～Ｄ３号岸壁

（以下「本件岸壁」という。）に入船左舷着けする予定で、主機を停

止して約２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で新潟港西

区の水路を南進した。 

 本船は、左舷側に位置する臨港ふ頭入口の手前に至り、主機を最微

速力前進とし、約３.７kn まで増速した後、約９０°左回頭して同入

口を通過し、本件岸壁と針路とのなす角度を約２０°～３０°とする

予定で東進した。 

 本船は、本件岸壁から約３００ｍ手前で主機を最微速力後進として

減速した際、右に回頭して東南東進する状況となったので、主機を停

止して左回頭したところ、船首を本件岸壁に向けてほぼ直角で接近す

る状態となった。 

 船長は、港湾サービス会社の自動車が着岸岸壁を示すために本件岸

壁のほぼ中央に置いていたＮ旗を本船の右舷前方からヘッドライトで

照らしていたので、本件岸壁がよく見えずにいた。 

本船は、船長が船首配置の航海士からトランシーバで岸壁までの距

離が約３０ｍとの報告を受け、慌てて主機を最微速力後進としたもの

の、船首部が本件岸壁に衝突した。 



 

 

船長は、本件岸壁に接近した際、右舷錨を投錨することを失念し

た。 

船長は、これまで新潟港へ入港した経験がなかった。 

本船は、バウスラスタを備えていなかった。 

分析  本船は、本件岸壁に接近した際、船長が、本件岸壁がよく見えない

状況下、船首配置の航海士に岸壁までの距離を逐次報告させていなか

ったことから、同航海士から本件岸壁まで約３０ｍの距離で報告を受

け、慌てて主機を最微速力後進としたものの、前進行きあしを止める

ことができず、本件岸壁に衝突したものと考えられる。  

原因  本事故は、夜間、本船が、本件岸壁に接近した際、船長が、本件岸

壁がよく見えない状況下、船首配置の航海士に岸壁までの距離を逐次

報告させていなかったため、同航海士から本件岸壁まで約３０ｍの距

離で報告を受け、慌てて主機を最微速力後進としたものの、前進行き

あしを止めることができず、本件岸壁に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・着岸操船時には、船首尾に配置した乗組員と緊密にコミュニケー

ションを図ること。 

 ・夜間の着岸操船時において、陸上の明かりが妨げとなる場合、早

期に明かりの消灯を求めること。  


